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会員になるとどんなメリットが
ありますか？

登録者様に配布される
「シンボルマーク（携帯画面・ハガキ）」を
協賛店で提示するだけで特典や
割引等を受けることができます。
※会員登録は無料です。

大阪府子育て世帯応援事務局

（平日：10時～17時　土・日・祝日・年末年始を除く）☎06-4803-2239

登録はカンタン！今すぐシンボルマークをゲットしよう！

※往復はがきでも
申し込み出来ます。

下記URL（またはバーコード）入力で
「まいど子でもカード」webサイトへ。

「▶ 子育て世帯の
登録はこちらから」で、
メールアドレスを
入力して送信。

専用アドレス
http://www.maidokodemo.jp

携帯電話・
パソコンから

お問い
合わせ先

まいど子 検 索

メール受信～ユーザー情報を
登録後、シンボルマークを
ダウンロード。

どこで利用できますか？
飲食店や食料品店、スポーツ観戦など
様々な場所でご利用いただけます。
まいど子でもカードＨＰからも
協賛店を検索
いただけます。

「まいど子でもカード」
子育てで、おトクなことある

「　　　　　　　　」 とは
このシンボルマークのステッカーがあるお店
で特典が受けられます。18歳未満のお子様を
お持ちの世帯なら、どなたでも会員になれます。

妊娠中や祖父母でも
登録できますか？

妊娠中の方や、18歳未満の
お子さまと同居中の
祖父母の方も

登録いただけます。

協賛店での特典以外にも
何かサービスはありますか？

メールマガジンでお得な情報の配信や、
プレゼントに応募できるキャンペーン

なども実施しています。


